
皮膚等障害化学物質は、皮膚や眼に付着することにより、身体への影響を及ぼすおそれがあることが明らかな化学物質です。
どのように作用するかによって、①皮膚刺激性有害物質 、②皮膚吸収性有害物質 に区分されます。
それぞれの指定のされ方が異なるため、ご注意ください。

Q：皮膚等障害化学物質とはどのような物質ですか？ →詳細は1.3節を確認

都道府県労働局・労働基準監督署 （Ｒ8.３）

皮膚等障害化学物質等の製造 ・取り扱い時に

「不浸透性※の保護具の使用」が義務化されました

2024(令和6)年4月１日～

※有害物等と直接接触することがないような性能を有することを指しており、
JIS T 8116で定義する「透過」及び「浸透」しないことのいずれの要素も含む。

皮膚等障害化学物質

①皮膚刺激性有害物質 ②皮膚吸収性有害物質

▌皮膚等障害化学物質等および特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質の全体像

不浸透性保護具着用の義務の対象 特別規則対象物質 皮膚等障害化学物質等＋

特別規則の対象

▌従来通り保護具着用の義務

▌新たに保護具着用が義務化

+皮膚等障害化学物質を含有する製剤

①かつ②

②皮膚吸収性
有害物質

①皮膚刺激性有害物質

化学物質管理責任者・保護具着用管理責任者の皆さまへ

不浸透性の保護具等の
使用義務物質のリスト

(参考資料１)

皮膚または眼に障害を与えるおそれ

があることが明らかな化学物質

皮膚から吸収され、または皮膚に侵入して、

健康障害のおそれがあることが明らかな化学物質

局所影響

（化学熱傷、接触性皮膚炎など）

全身影響

（意識障害、各種臓器疾患、発がんなど）

皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル 概要版（第２版）

A

皮膚等障害告示（令和7年度厚生労働省告示第301
号）において定める物質
（１） 国が行うGHS分類の結果、以下の項目で区
分1とされた物質。
→公表後約2年の猶予期間をもって施行予定。

（２） 譲渡提供者（事業者）のSDSにおいて、以下
項目で区分1とされた物質
→a. と異なり、猶予期間なし

• 経皮吸収又は皮膚侵入により、健康障害のおそれ
があることが示された物質について、厚生労働省
労働基準局長が定める物質
→適用までの期間は別途示される。

指定方法、適用期日（a、bのいずれかに該当する場合） 指定方法、適用期日（以下に該当する場合）

皮膚刺激性で対象となるGHS項目
• 皮膚腐食性/皮膚刺激性
• 眼への重篤な損傷性/刺激性
• 皮膚感作性又は呼吸器感作性

皮膚等障害化学物質

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc13.html
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc13.html
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スコップで水酸化ナトリウムと廃油を含む沈殿物をすくっ

た際に、飛散した水溶液を浴び、作業終了後、水酸化ナトリ

ウムによる薬傷と診断された。

なお、作業者の服装は、通常の作業着に化学防護手袋でな

い一般のビニル手袋、ゴム長靴、さらに化学防護服ではな

いナイロン製ヤッケを着用している作業者もいた。

皮膚に障害を与える水酸化ナトリウムを取り扱うにもかか

わらず、適切な保護具を使用していなかったこと、作業者

および現場責任者が、槽内の物質の有害性について認識し

ていなかったことが原因と考えられている。

▌最近の皮膚等障害事案の状況

手 の 防 護 に つ い て は 、 一 般 的 な ビ ニ ル 手 袋 な ど で は な く 、
適 切 な 化 学 防 護 手 袋 な ど を 使 用 す る こ と が 重 要 で す 。

Q：保護具を使用しないとどうなりますか？ →詳細は2.1～2.3節を確認

皮膚等障害化学物質に対して不浸透性の保護具を使用しないと、皮膚障害や皮膚を介した
健康障害が発生する可能性があります。

⚫ 労働災害事例のうち、経皮ばく露による皮膚障害が最多。

⚫ 特に、皮膚吸収性有害物質は、皮膚刺激性はないが、皮膚から吸収され発がん(膀胱がん)に至った

事案も発生。

【労働災害事例】

2

A

塗装工場の清掃時における化学薬傷を負った事例

皮膚障害等防止用保護具

Q：保護具にはどのような物がありますか？ →詳細は3.4節を確認

不浸透性の保護具として、保護衣、保護手袋、履物、保護眼鏡などがあります。

⚫ 皮膚障害等防止用保護具は、右図に示すような安衛則594条の2

において皮膚等障害化学物質等に対して着用しなければならない

不浸透性の保護衣、保護手袋、履物または保護眼鏡等の保護具を

指します。

⚫ マニュアルでは、保護手袋のうち化学防護手袋の選定方法などを

示しています。

⚫ 化学防護手袋は軍手等の一般作業用手袋と異なるため、適切な化

学防護手袋を選定・使用することが重要です。

A

保護具着用管理責任者とは 職務および権限

Q：保護具の管理は誰が行うのですか？ →詳細は1.4節を確認

保護具着用管理責任者が保護具の管理を行います。

化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメント
の結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させ
るときは、保護具着用管理責任者を選任し、有効な保護
具の選択、保護具の保守管理その他保護具に係る業務
を担当させなければなりません。

①保護具の適正な選択に関すること。

②労働者の保護具の適正な使用に関すること。

③保護具の保守管理に関すること。

A
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▌皮膚障害等防止用保護具の着用判断・選定フロー

以下のフローに沿って、皮膚障害等防止用保護具の着用判断・選定を行います。
なお、本フローは概要を示すものであり、詳細についてはマニュアル等をご確認下さい。

3

取扱時の
性状は
乾燥した
固体か

任意の化学防護
手袋を着用

化学防護手袋の
スクリーニング

製品の性能確認

選定終了

リスクコントロール
状況等を考慮

必要性を判断
化学防護服の
スクリーニング

選定開始

No

Yes

（必要に応じて）
保護具メーカーへの問

合せ

化学防護手袋の
選定開始

保護眼鏡の
選定開始

化学防護服の
選定開始

化学防護靴の
選定開始

作業等を確認し、皮膚
障害等防止用保護具の
着用が必要か

No：
健康障害のおそれのないことが明らか

Yes:
No以外

選定終了（着用なし）

詳細は第3章を参照

詳細は第4～7章を参照
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▌ 作業等の確認 →詳細は3.2.1～3.2.2項を確認

▶取扱物質が皮膚等障害化学物質か

▶作業内容と時間を確認

不浸透性の保護具等の使用義務

物質のリスト

▶皮膚または皮膚を介して健康への影響がある皮膚等障害化学物質か

項目 内容（例）

作業頻度 日や週に作業が何回程度あるか

使用量 1回当たり、どの程度の量の化学物質を使用するか

使用時間 1回あたりの使用時間、作業時間はどの程度か

接触リスク 化学物質が作業者に直接触れる機会がどの程度あるか

ヒヤリ・ハット 当該作業について、ヒヤリ・ハット事象や、小事故があったか

自他覚症状の有無 当該作業について、作業者から症状の訴えはあるか

特別な配慮の必要な労働者の有無 化学物質の感作性（アレルギー反応）を有する作業者、手にけがをし

ている作業者はいるか。

⚫ 取扱物質のSDSやメーカーのウェブサイトを確認し、 「15. 

適用法令」の表示に「皮膚等障害化学物質等」の記載の有無を

確認する。

⚫ SDSの危険有害性の区分を確認し「皮膚腐食性・刺激性」、

「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」、または「呼吸器感作性

又は皮膚感作性」のいずれかが区分１である場合 は、「皮膚等

障害化学物質等」に該当する。

⚫ SDSの「15.適用法令」や有害性区分に該当する記載がない

場合は、「３．組成、成分情報」の成分名を（参考資料1）に掲載

されている物質リストと照合し、該当の有無を確認すること。

⚫ 成分の名称と（参考資料1）の物質リストを照合し、皮膚刺激性有害物質または皮膚吸収性有害

物質の欄に 「●」の記載がある場合、皮膚または皮膚を介して健康への影響がある皮膚等障害

化学物質と判断することができる。

⚫ この場合、不浸透性の手袋などの保護具を着用しなければならない。

⚫ 化学物質が、誰に、どのような状況で付着する可能性があるかを確認する。

以下の確認シート（例）を参考に確認のこと。

4

（参考資料1）

▶皮膚腐食性又は刺激性、眼への重篤な損傷性・刺激性で区分 1か

⚫ 成分の名称と政府GHS分類等の情報を確認し、皮膚腐食性又は刺激性、眼への重篤な損傷

性・刺激性で区分1に該当するかを確認する。

⚫ この場合、保護眼鏡を着用しなければならない。

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc13.html
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc13.html
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▌化学防護手袋

以下のスクリーニング手順①、②に従って適切な不浸透性の手袋を選定します。

→詳細は4.3節を確認

5

▶スクリーニング手順①、②に基づき使用可能な化学防護手袋の材料を確認します。

スクリーニング手順 ①:

スクリーニング手順 ②:

【耐透過性能一覧表（抜粋）】

▌ 化学防護手袋のスクリーニング →詳細は4.3.3項を確認

取扱物質や作業内容・時間を基に使用可能な耐透過性クラスを確認。

①で確認した耐透過性クラスを基に耐透過性能一覧表から使用可能な材料
を確認。

マニュアル巻末添付 （参考資料2）

240分超

60分超
240分以下

60分以下

作 業 時 間 ※

使用可能な耐透過性クラスの確認

作
業
時
間

⚫ 手順１で確認した作業時間・内容に応じて、下表より使用可能な耐透過性クラスを確認する。

※2：なお異常時や事故時において化学物質に触れ、重大な健康影響を及ぼすおそれがある場合には、化学物質の有害性を踏まえて、接触するシナ

リオに応じた保護手袋、保護衣等を選定の上、着用すること。

※3：密閉化や自動化された作業等、化学物質に接触することが全く想定されない作業については、必要に応じて手袋を着用する。

スクリーニング手順 ①

使 用 可 能 な

耐透過性クラス※1

(JIS T 8116に基づく)

作業分類1

接触が大きい作業※2

作業分類2

接触が限られている作業※2

作業分類3

接触しないと想定される作業※3

手を浸漬するなどで手や腕全体

が化学物質に触れる作業やウエ

スで拭きとる等で手のひら全体

が化学物質に触れる作業等、化

学物質に触れる面積が大きい作

業又は、何らかの異常や意図し

ない事象が起きたときに、手が

浸漬するなど、大きな面積が化

学物質に触れてしまうおそれが

高い作業。

作業分類1以外で、指先に化学

物質が触れる作業や飛沫により

液滴が手に触れる作業等、手の

一部が化学物質に触れる作業又

は、何らかの異常や意図しない

事象が起きたときに、手の一部

が化学物質に触れてしまうおそ

れが高い作業。

化学物質を取り扱うが、化学物

質に触れることは通常想定され

ない作業又は、何らかの異常や

意図しない事象が発生した際に、

飛沫等がかかるおそれがある作

業。

本分類では化学物質に触れた際

はその時間を起点に、取扱説明

書に記載の使用可能時間以内に

速やかに手袋を交換する。

※1：なお、「使用可能な

耐透過性クラス」は幅で

記載されているため、作

業時間と破過時間で差

異がある可能性がある。

• 作業時間に応じて、60分以下、60分超240分以下、240分超の3つのうちいずれに
該当するか確認する。

• 作業内容に応じて、通常時・異常時において、化学物質が皮膚へ付着する状況を考慮し、
作業分類を行う。

• 作業分類は、「作業分類1（接触が大きい作業）」、「作業分類2（接触が限られている作業）」、
「作業分類3（接触しないと想定される作業）」の3つ。

△◎ ○

△◎ ○

△◎ ○

△◎ ○

◎ ○

◎

△◎ ○

△◎ ○

◎ ○

◎ ○ △

5、6 3、4 1、2

※作業時間は化学防護手袋を装着してから脱着するまでの時間。

作 業 分 類

作業内容に
応 じ た

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001216987.xlsx
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⚫ 耐透過性能一覧表から、取り扱う化学物質の情報を「CAS登録番号」もしくは「物質名称」で検索する。

⚫ スクリーニング手順①で確認した使用可能な耐透過性能を満たす材料を確認し、それらの材料を候補

とし、 実際の製品を選択する。

混合物を取り扱う際は、一覧表の情報や混合物に対する耐透過試験を行う等で、混合物中の全ての物質
に対して、作業時間中に破過しない材料から手袋を選定する。しかし、全ての物質に対して60分以上の
材料が存在しない場合は、対応方針を検討する。考え方の例は以下のとおり。

6

使用可能な材料の確認スクリーニング手順 ②

皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質のいずれについてもスクリーニング手順1で整理した使用可
能な耐透過性能を満たすように、複数材料を選択する。使用する際は、選んだ複数の材料の手袋を重ね
て使用する。

混合物中の皮膚等障害化学物質に該当する複数の化学物質に対して最も良い耐透過性能を示す材料を
選択する。使用する際は、選択した材料の手袋のうち最も短い耐透過性能を示す物質の作業時間以内に
交換する。

例１ 混合物中の複数の化学物質に対する破過時間が最も長く使用できる材料から手袋を選定する

例 2 混合物中の化学物質がいずれも透過しないよう、複数の材料の手袋を重ねて選定する

【混合物取り扱い時の対応】

CAS登録番号 物質名称

材料 …
ニトリル
ゴム

ニトリル
ゴム

ニトリル
ゴム

天然ゴム
（ラテックス）

ブチルゴム
ネオプレン
ゴム

ポリビニル
アルコール
（PVA）

…
バイトン/
ブチルゴム

…

多層
フィルム
（LLDPE）

多層
フィルム
（EVOH）

…

厚さ
（mm）

… 0.2 0.3 0.45 0.23 0.35
0.18
*0.13

- … 0.3 … 0.062 0.06 …

1308-38-9 酸化クロム （Ⅲ）

…

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

…

◎

…

◎ ◎

…

1330-20-7 キシレン × △ - × △ × ◎ ◎ ◎ ◎

149-57-5 ２‐エチルヘキサン酸 ○ ◎ ◎ △ ◎ ○ △ ◎ ◎ -

75-07-0 アセトアルデヒド × × × × ◎ × △ △ ◎ ◎

84-74-2 フタル酸ジ‐ｎ‐ブチル ○ ◎ ◎ △ ◎ △ ◎ ◎ ◎ ◎

96-29-7 ブタン‐２‐オン＝オキシム ○ ◎ ◎ × ◎ △ - ◎ - -

混合物の選択例

上記の物質を取り扱う場合の具体的な化学防護手袋の選択の例を示す。

耐透過性能一覧表の抜粋

⚫ 全て△以上の耐透過性を有するブチルゴム（0.35mm）もしくはバイトン/ブチル（0.3mm）の材料
の手袋を使用。

⚫ △でよいかどうかは、前頁の表で確認する。

上記の物質を取り扱う場合の具体的な化学防護手袋の選択の例を示す。

LLDPE（Linear Low Density Polyethylene）は直鎖低密度ポリエチレンの略。

EVOH（Ethylene-vinylalcohol copolymer）はエチレンビニルアルコール共重合体の略。

※上記の組合せ以外にも他の材料を選択することが可能。

◎の材料を選ぶ場合  （全ての化学物質の耐透過性能が「◎」となる）

「ニトリルゴム（0.45mm)」と「多層フィルム（LLDPE）（0.062mm）」 を重ねて使用

○の材料を選ぶ場合  （全ての化学物質の耐透過性能が「○」となる）

「ニトリルゴム（0.2mm)」と 「多層フィルム（LLDPE）（0.062mm）」 を重ねて使用

△の材料を選ぶ場合  （全ての化学物質の耐透過性能が「△」となる）

「ネオプレンゴム（0.18mm）」と「PVA（N.A.）」 を重ねて使用
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▌保護眼鏡 →詳細は6.2節を確認

▌化学防護長靴（履物） →詳細は7.2節を確認
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▌化学防護服 →詳細は5.3節を確認

⚫ 下表より、作業のばく露部位に応じて、選択可能な防護服の種類を絞り込む。

⚫ 保護眼鏡は、ゴグル形を優先的に選定すべきであるが、皮膚等障害化学物質等の使用量が少ない場

合などの理由でリスクがコントロールされていると判断できる場合は、スペクタクル形を選択してもよ

い。

⚫ ゴグル形の保護眼鏡には、レンズの曇りを防ぐための通気孔(切り込み)が開いているものが多いが、

化学物質を取り扱う際はそれらの穴が無いか、少ないもの、飛沫等が入りにくい工夫をされている形

状のものを選択すべきである。

⚫ 化学防護長靴の必要性についてリスクアセスメントを行う。化学防護長靴の必要性が確認された場合

は、作業環境、作業時間等に応じて、取り扱う化学物質に対して十分な防護性能(耐透過性、耐浸透

性)を有する適切な材料のものを選定する。

▌ 化学防護服のスクリーニング

以下のスクリーニング手順①、②に従って適切な化学防護服を選定します。

スクリーニング手順 ① 着用すべき防護服の種類の確認

⚫ 下表より、ばく露の程度及び作業時間に応じて使用可能な耐透過性クラスを絞り込む。

スクリーニング手順 ② 防護服に求められる耐透過性クラスの確認

240分超

60分超
240分以下

60分以下

作
業
時
間

使 用 可 能 な
耐透過性クラス ※ 1

(JIS T 8116に基づく)

ばく露頻度分類A

断続的にばく露する作業※2

ばく露頻度分類B

時々ばく露する作業※2

ばく露頻度分類C

ばく露するおそれがある作業※3

スプレー塗装、噴霧、噴射、攪拌、

洗浄等により飛沫（ミストを含

む）が発生し、作業中を通じて身

体又は着衣に継続的に付着する

作業、又は、飛沫の付着が作業

の通常状態として避け難く、繰

り返し付着することが見込まれ

る作業。

注ぎ替え、投入、開放部での移

送、容器・部材の取扱い等の際

に飛沫が発生し、身体又は着

衣に液滴として目視できる付

着が生じ得る作業。

通常は飛沫の付着が明確でな

いものの、持ち替え、姿勢変化、

容器の傾き、対象物の反転、軽

微な液だれ等の作業変動や意

図しない事象により飛沫が発

生し、身体又は着衣に付着す

る可能性がある作業。

※1：なお、「使用可能な

耐透過性クラス」は幅で

記載されているため、作

業時間と破過時間で差

異がある可能性がある。

△◎ ○

△◎ ○

△◎ ○

△◎ ○

◎ ○

◎

△◎ ○

△◎ ○

◎ ○

◎ ○ △
5、6 3、4 1、2

※2：なお異常時や事故時において化学物質に触れ、重大な健康影響を及ぼすおそれがある場合には、化学物質の有害性を踏まえて、接触す
るシナリオに応じた保護手袋、保護衣等を選定の上、着用すること。
※3：密閉化や自動化された作業等、化学物質に接触することが全く想定されない作業については、必要に応じて部分防護服・全身防護服を
着用すること。

付着部位が身体の一部であると判断できる作業か

部分防護服※1、3

※1：なお、ばく露が手のみに限定される場合、化学防護手袋着用のほか、必要に応じて化学防護服を着用すること。
※2：全身防護服を選択する場合は、JIS T 8030に基づくタイプについても考慮すること。
※3：ばく露部位が限定可能な場合でも、ばく露想定や取り扱う物質の有害性に応じて全身防護服の着用を検討すること。

発生源、作業姿勢および到達経路が概ね一定であり、飛沫又はエアロゾ

ルの付着が身体の一部（前腕、胴体、脚等）と判断できる作業、

又は、

通常想定される作業変動を考慮しても、軽微なエアロゾルの噴霧又は

低圧かつ低量の飛沫の飛散に限られ、当該限定部位以外に付着するお

それが低い作業。

YES

No
全身防護服※1、2
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⚫ より高度な管理のため、より詳細な情報を入

手したい場合などについては、必要に応じて

保護具メーカーに問合わせることも考えら

れる（必須ではない）。

⚫ 問合せ時、取扱物質製品の SDSとともに

右記の項目等について連絡するとよい。

項目 内容

対象 • 化学防護手袋の製品名、型番

取扱物質

• 性状（固体/液体/気体）

• 物質名

• CAS登録番号

• 各物質の含有率

作業
• 作業内容

• 作業時間

→詳細は第4項を確認

①
②

③

④

取扱説明書（イメージ）
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▌ 製品の性能確認 →詳細は4.3.4項を確認

▶製品の性能確認

①規格

⚫ 製品がJIS T 8116（化学防護手袋）又は

ASTM F 739、EN ISO 374に適合して

いるものかを確認する。

⚫ JIS T 8116は化学防護手袋の性能に関して、

試験方法等を定めているものであり、基本的

にはJIS T 8116に準じている製品を使用す

ることが望ましい。

⚫ 海外製品ではASTM F739に準じているこ

とがあるが、JIS T 8116と互換性のある規

格であるため、使用して問題ない。また、EN 

ISO 374については、透過速度の考え方が

多少異なるが、概ね同等と扱ってよい。

② 材料

⚫ 材料がスクリーニングで絞り込んだものと一

致しているかを確認する。また、厚さについて

も併せて確認する。

⚫ 製品によっては商標名で記載されているもの

もあるため、注意が必要である。

③ 耐浸透性能

⚫ 耐浸透性能のクラス（クラス1～4）を確認する。

④ 耐透過性能

⚫ 耐透過性能のクラス（クラス1～6）を確認する。

⚫ 取り扱う化学物質の有害性や作業内容・時間

を考慮し、十分な耐透過性クラスを有してい

るかを確認する。耐透過性能に関する情報が

得られない場合は、耐透過性能一覧表のデー

タにより選択して差し支えない。

▌ 保護具メーカーへの問い合わせ（オプション） →詳細は3.2.5項を確認

▶保護具メーカーへの問い合わせ
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